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泳力判定合格基準

　泳力判定基準タイム以内で、かつ（公財）日本水泳連盟

競泳競技規則に違反しない泳ぎであること。

但し、身体障害の場合は受験者の状態に応じた泳法

判定をしてもよいことになっています。

　検定受験者の年齢区分は、検定日当日の満年齢

とし、『自由形泳法』はクロール泳法です。

　泳力検定を実施するにあたり、最も重要なことは、

『厳正かつ公平の原則を厳守する』ことにあります。


